
２ 所要時間による区分の取扱い

サービス提供時間帯において併設医療機関を受診している×

（ポイント）

・所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計

画に位置づけられた内容の通所リハビリテーションを行うための標準的な時間によるこ

ととしている。

・通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は、緊急やむを得ない

場合を除いて認められない （緑本Ｐ２６７、H15.5.30介護報酬に係るＱ＆Ａ）。

・緊急やむを得ない場合において併設医療機関を受診した場合は、併設医療機関における

保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた所定単位数を

算定しなければならない （緑本Ｐ６７、H15.5.30介護報酬に係るＱ＆Ａ）。

３ 日割り請求にかかる適用 （介護予防のみ）

介護予防短期入所生活介護を利用した月に、介護予防通所リハビリテーション費を日割りし×

ていない。

（ポイント）

①月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について（緑本Ｐ６１５）

・区分変更（要支援Ⅰ ⇔ 要支援Ⅱ）

・区分変更（要支援 ⇔ 要介護）

・サービス事業者の変更 （同一保険者内のみ）※

・事業開始及び廃止（指定有効期間開始及び満了）

・事業所指定効力停止の開始及び解除

＜新型インフルエンザ等（ノロウイルスを含む）により臨時休業を行った場合

→ 日割りすること。＞

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の入居及び

退居 （同一保険者内のみ）※

・介護予防小規模多機能型居宅介護の登録開始及び契約解除 （同一保険者内のみ）※

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の入所及び退所

（同一保険者内のみ）※

②日割り計算用コードがない加算は、日割りは行わない。

・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ加算の算定を可能とす

る。 （同一保険者のみ）※

※月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包

括報酬の算定が可能。
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４ 定員超過利用減算

月平均で、利用定員を超えているのに、所定単位数が減算されていない。×

（ポイント）

・月平均の利用者の数が、運営規程に定められている利用定員を超えた場合は減算する。

・この場合の利用者の数は、１月間（歴月）の利用者の数の平均を用いる。この場合、１月

間の利用者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を

受けた者の最大数の合計を、当該月におけるサービス提供日数で除して得た数とする。こ

の平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。

・月平均で定員超過があれば、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利

用者全員について、減算される（所定単位数に１００分の７０を乗じて得た単位数を算定

する。

５ 人員基準欠如減算 （平成２４年度改正）

※平成２４年６月２５日事務連絡 → Ｐ５０～Ｐ５１のとおり。

６ ６時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行った

場合の加算

通所リハビリテーションと延長サービスを通算した時間が８時間以上実施しなかった場合で×

あっても、加算を算定している。

（ポイント） ５０単位／日（８時間以上９時間未満）

単位／日（９時間以上10時間未満）１００

通所リハビリテーションと延長サービスを通算した時間が８時間以上の部分について算定･

される。

７ 入浴介助体制

入浴介助加算について、利用者の事情により入浴を実施しなかった場合であっても、加算を×

算定している。

（ポイント） ５０単位／日

・入浴介助加算は、通所リハビリテーション計画上、入浴の提供が位置づけられている場

合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、当該加算を算定

できない。

なお、全身を対象としたシャワー浴は算定の対象となるが、部分浴や清拭は算定の対象

とならない。
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８ 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、診察、運動機

能検査、作業能力検査を行った場合の加算 （平成２４年度改正）

（ポイント） （月に１回を限度）５５０単位／月

・平成２４年度から病院・診療所も算定可能。

・医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、利用者の居宅を訪問して、診察、運動機

通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行っ能検査、作業能力検査等を行い、

た場合に算定する。

・医師は当該通所リハビリテーション計画を診療録に記入する必要がある。

９ リハビリテーションマネジメント加算 （平成２４年度改正）

（ポイント） ２３０単位／月

・１月に４回以上通所している場合に算定する。

・新規にリハビリテーション実施計画を作成した利用者に対して、医師又は医師の指示

を受けた理学療法士等が、通所開始日から起算して１月以内に当該利用者の居宅を訪

問し、利用者の身体の状況、家屋の状況、家屋内におけるＡＤＬ等の評価等を確認す

ることを趣旨として診察、運動機能検査、作業能力検査等を実施すること。その際、

必要に応じて居宅での日常生活動作の維持・向上に資するリハビリテーション計画を

見直すこと。

※リハビリテーション実施計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた

日の属する月から算定を開始すること。

10 短期集中リハビリテーション実施加算 （平成２４年度改正）

起算日「退院（所）日又は認定日」を誤っている。×

算定要件である個別リハビリテーションの実施時間が記録されていない。×

（ポイント） （１月以内）１２０単位／日

（１月超３月以内） ６０単位／日

・退院（所）日又は認定日から起算して、

１月以内の期間 ･･･ １週につき概ね２回以上、１回当たり４０分以上

１月を超え３月以内の期間 ･･･ １週につき概ね２回以上、１回当たり２０分以上

の個別リハビリテーションを行う必要があること。

※「退院（所）日」とは 「利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因とな、

った疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護

保険施設から退院若しくは退所した日」のこと。 （青本Ｐ２４２）

※「認定日」とは 「介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定の効力が生じた、

日（当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る 」のこと。。）

→ つまり、要介護認定の有効期間初日のこと。 （青本Ｐ２４２）
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・リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

※通所リハビリテーションの終了月であって、４回未満の利用しかない場合、リハマネ

加算は算定できないが、当該加算は算定可能。個別リハビリテーション実施加算及び

認知症短期集中リハビリテーション実施加算も同様。

11 個別リハビリテーション実施加算 （平成２４年度改正）

算定要件である個別リハビリテーションの実施時間が記録されていない。×

（ポイント） ８０単位／回

・利用者に対して個別リハビリテーションを２０分以上実施した場合に算定する。

短期集中リハビリテーション実施加算を実施していない場合は、１月に１３回を限度と・

→Ｐ８１する。

・リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

12 認知症短期集中リハビリテーション実施加算

、 、 。×算定要件である週２日実施する計画が必要であるが 計画 実施ともに週１回となっている

（ポイント） （１週に２日を限度）２４０単位／日

・当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に

対するリハビリテーションに関する研修を修了していること。具体的には、

①全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」

②日本慢性期医療協会等が主催する「認知症短期集中リハビリテーション医師研修会」

③都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」

（緑本Ｐ７４、H21.3.23平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(vol.1)）

・リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

13 若年性認知症利用者受入加算

（ポイント） ６０単位／日

・受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、その者を中心に、当該利用

者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。

・若年性認知症利用者とは、初老期における認知症によって要介護者となった者で、６５

歳の誕生日の前々日までが同加算の算定対象である。
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14 栄養改善加算、口腔機能向上加算

ポイント） （１月に２回を限度）１５０単位／回

＜予防＞１５０単位／月

居宅サービスにおける栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順及び様式例の提

示について →Ｐ９４～

口腔機能向上加算等に関する事務処理手順及び様式例の提示について →Ｐ１０１～

定員超過又は人員欠如減算の期間は算定できない。

15 運動器能向上加算（介護予防のみ）

利用者に係る長期目標（概ね３月程度 、短期目標（概ね１月程度）が設定されていない。× ）

概ね１月間毎のモニタリングが行われていない。×

長期目標の達成度の評価が行われていない。×

（ポイント） ２２５単位／月

・利用者ごとのニーズを実現するための長期目標及び長期目標を達成するための短期目標

設定すること。長期目標及び短期目標については、介護予防サービス計画と整合が図れ

たものとすること。

、 、 、・利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ 当該利用者ごとに 実施する運動の種類

実施期間、実施頻度、１回当たりの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計

画を作成すること。

・利用者の短期目標に応じて、概ね１月間ごとに、利用者の当該短期目標の達成度と客観

的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行うとともに、必要に応じて、運動器

機能向上計画の修正を行うこと。

・実施期間終了後に、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメ

ントを実施し、その結果を利用者に係る介護予防支援事業者に報告すること。

・定員超過又は人員欠如減算の期間は算定できない。

16 重度療養管理加算 （平成２４年度新設）

利用者に対する計画的な医学的管理の内容等が診療録に記録されていない。×

利用者の状態が、留意事項通知に定める状態を満たしていない。×

（ポイント） １００単位／日

①要介護４又は要介護５に該当する者であって、

②厚生労働大臣が定める状態である利用者に対して、計画的な医学的管理を継続的に行い

通所リハビリテーションを行った場合に算定する。

＜厚生労働大臣が定める状態＞

イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

ハ 中心静脈注射を実施している状態

ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
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ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態

、ヘ 膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の４級以上に該当し

かつ、ストーマの処置を実施している状態

ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態

チ 褥瘡に対する治療を実施している状態

リ 気管切開が行われている状態

※ 留意事項通知（青本Ｐ３０９）により、さらに詳細に規定されているので注意する

こと。通知に定められた状態でなければ算定不可。

・利用者に対する計画的な医学的管理の内容等を診療録に記録しておくこと。

17 同一の建物に居住する利用者等に対する減算 （平成２４年度新設）

事業所と同一の建物に居住する利用者等に対して減算していない。×

（ポイント）

通所リハビリテー・事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に、

ションを行った場合は、１日につき９４単位を所定単位数から減算する。介護予防の場

、 。合は１月につき要支援１の場合は３７６単位 要支援２の場合は７５２単位を減算する

・例えば、自宅から事業所へ通い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算の対象となら

ないが、同一建物に宿泊した者が事業所へ通い、自宅に帰る場合、この日は減算の対象

となる。

→ 短期入所生活介護事業所が同一建物にある場合は注意が必要。

18 選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）、（Ⅱ）（介護予防のみ）（平成２４年度新設）

（ポイント） 加算（Ⅰ）４８０単位／月

加算（Ⅱ）７００単位／月

・当該加算は、選択的サービス（運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機

能向上サービス）のうち複数のサービスを組み合わせて実施することにより、要支援者

の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサービスを効果的に提供することを目

的とするもの。

・複数の種類の選択的サービスを組み合わせて実施するに当たって、各選択的サービスを

担当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービスの提供方法等について

検討すること。

→ Ｐ７６
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19 事業所評価加算（介護予防のみ）

（ポイント） １２０単位／月

・算定のための基準

①介護予防通所リハビリテーションの利用実人員数が１０人以上で、選択的サービス

実施率が６０％以上であり、評価基準値が０.７以上であること。

②評価基準値

要支援状態区分の維持者数 ＋ 改善者数 × ２
≧０．７

評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能

向上サービスを３月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

※ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「事業所評価加算〔申出〕の有無」の欄

、「 」 、「 」が あり となっている事業所に対して 事業所評価加算算定基準判定結果通知書

を平成２６年１月下旬に送付している。

※ 基準に適合し、算定可能と判定された事業所は、平成２６年度において事業所評価

加算が算定できる。基準に適合せず、算定不可と判定された事業所は、平成２６年度

は算定できない。

※ 事業所評価加算については、平成２６年度から新たに算定可能、あるいは算定不可

となった事業所においても、体制届の提出は不要。

※ 新たに事業所評価加算の〔申出〕を行う場合は、体制届の提出が必要。

20 サービス提供体制強化加算（加算Ⅰ、加算Ⅱ）

（ポイント） 加算（Ⅰ）１２単位／回、＜予防＞ ４８（９６）単位／月

加算（Ⅱ） ６単位／回、＜予防＞ ２４（４８）単位／月

・加算Ⅰ･･･介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が１００分の４０以上であること。

・加算Ⅱ･･･利用者に直接提供する職員（理学療法士等、看護職員又は介護職員）のうち、

勤続年数が３年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること。

・定員超過又は人員欠如減算の期間は算定できない。

・職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）

の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに

事業を開始し、又は再開した事業所を含む ）については、届出日の属する月の前３。

月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。

・勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営

する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを直接提供す

る職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

※当該加算を算定している事業所においては、職員の割合について、前年４月から当年
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２月までの平均を計算し、計算結果が加算の要件を満たさなくなった場合や、加算Ⅰ

から加算Ⅱになる場合等については、 （必着）までに 「体平成２６年３月１７日 、

こと。制の変更」を届け出る

21 介護職員処遇改善

計画段階で具体的な内容を介護職員へ周知されていない。×

ポイント） 加算（Ⅰ ：１０００分の１７に相当する単位数を加算）

加算（Ⅱ ： Ⅰ）により算定した単位数の９０％相当する単位数を加算）（

加算（Ⅲ ： Ⅰ）により算定した単位数の８０％相当する単位数を加算）（

・平成２３年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続す

る観点から、当該交付金を円滑に介護報酬に移行することを目的とし平成２６年度までの

間に限り創設したもの。

・内容については、別途通知「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」を参照すること （青本Ｐ１１６３）。

・介護職員処遇改善加算に関するＱ＆Ａ → Ｐ８２～Ｐ９３参照

・介護職員処遇改善加算について

平成２６年度介護職員処遇改善加算の算定について

※平成２５年度集団指導（共通編） → Ｐ３２～Ｐ３４のとおり。

平成２５年度介護職員処遇改善加算の実績報告について

※平成２５年度集団指導（共通編） → Ｐ３５～Ｐ４２のとおり。
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人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について

平成２４年６月２５日

介護給付費の減額が必要となる になりました。人員基準欠如についての取扱いが一部変更

人員基準欠如についての具体的な取扱いは次のとおりです。人員基準欠如による減算規定は、

適正なサービスの提供を確保するための規定であり、通所リハビリテーション事業者は、人員基

準欠如の未然防止を図るよう努めるものとされています。

万が一人員基準欠如に該当する場合は、必ず市にご連絡いただいた上で、減算の届出を行うと

ともに、速やかに人員基準欠如の解消を行ってください。

（診療所であって、利用者の数が同時に10人以下の場合を除く ）１．常勤医師について 。

専任の常勤医師が１人以上いない場合は、 から人員基準欠如が解消されるに至ったその翌月

※１月まで、 について所定単位数が されます。利用者全員 減算

２．医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員の配置数について

① 人員基準上必要とされる員数から には から人員基準欠如一割を超えて減少した場合 その翌月

が解消されるに至った月まで、 について所定単位数が されます。利用者全員 減算

一割を超えて減少した場合 とは、具体的には次の場合で、月単位で計算します。

【医師：上記１に該当する場合を除く】※２

サービス提供日に専任の医師が勤務した日
＜ ０．９

サービス提供日

【従事者】

（理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員）

営業日のサービス提供時間中における従事者が実際に勤務した時間の合計
＜０．９

各営業日における従事すべき従事者数 × サービス提供時間の合計

【理学療法士等（老健・病院の場合 】）

（従事者のうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）※３

営業日のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを提供する時間帯に配置された理学療法士等の延べ人数
＜０．９

各営業日における従事すべき理学療法士等の人数の合計

【理学療法士等（診療所の場合 】）

（従事者のうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、経験看護師）※３

歴月における理学療法士等の勤務延時間数
＜ ０．０９

歴月における常勤の職員が勤務する時間
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② には、 から人員基準欠如が解消されるに至った月ま一割の範囲内で減少した場合 その翌々月

で、 について所定単位数が されます （ただし、翌月の末日において人員基準を利用者全員 減算 。

満たすに至っている場合を除く ）。

一割の範囲内で減少した場合 とは、具体的には次の場合で、月単位で計算します。

【医師：上記１に該当する場合を除く】※２

サービス提供日に専任の医師が勤務した日
０．９ ≦ ＜ １．０

サービス提供日

【従事者】

（理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員）

営業日のサービス提供時間中における従事者が実際に勤務した時間の合計
０.９≦ ＜１.０

各営業日における従事すべき従事者数 × サービス提供時間の合計

【理学療法士等（老健・病院の場合 】）

（従事者のうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）※３

営業日のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを提供する時間帯に配置された理学療法士等の延べ人数
０.９≦ ＜１.０

各営業日における従事すべき理学療法士等の人数の合計

【理学療法士等（診療所の場合 】）

（従事者のうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、経験看護師）※３

歴月における理学療法士等の勤務延時間数
０．０９ ≦ ＜ ０．１

歴月における常勤の職員が勤務する時間

※１ 介護老人保健施設であって、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員基準を

満たす余力がある場合に限る ）と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤。

医師との兼務で差し支えないものであること。

※２ 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの専任の常勤医師について、労働基準法に基づく就業規則に定められた有給

休暇を取得することが可能。ただし、休暇の間について、代替の専任の医師の配置及び専任の

常勤医師との緊急時の連絡体制を整えておくことが必要 （計画的な医学的管理を行う専任の常。

勤医師又は代替の専任の医師が通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所か併設医療機関内に勤務していることが

必要）

※３ 所要時間１時間から２時間の通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行う場合であって、定期的に適切な研修を修

了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師がﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを提供す

る場合は、これらの者を当該単位における理学療法士等として計算することができる。
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（岡山市 Ｈ２５．４版）

平成 25年 4月版

１ 届出が必要な変更事項、届出時期、必要書類、提出方法 

次ページの一覧表で確認してください。

２ 届出手順

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。

   〒 ７００－０９１３  

岡山市北区大供３丁目１－１８  KSB会館４階
岡山市 事業者指導課 在宅指導係  宛 

＜変更届 （                 ）在中＞

変更届（必要書類・提出方法）
※届出用紙は、事業者指導課（在宅指導係）のホームページからダウンロードできます。

変更の発生
一覧表で提出

方法等の確認

変更日

以前に 

来庁（事

前協議） 

変 更 が 
あった日
から１ ０
日以内に 

郵送

（〒）

① 電話予約をする 

 予約先：事業者指導課 在宅指導係 

TEL 086-212-1013

② 必要書類の作成 

③ ②の事業所控えをとる。 

④ 予約日に②,③を持参して、来庁（事前協議）

（事業者指導課は、KSB会館４階です。） 

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供3丁目1－18 KSB会館 4階

   岡山市 事業者指導課 在宅指導係 宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。
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（岡山市 Ｈ２５．４版）

○変更の届出（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション） 

既に申請、届出している事項に変更が生じた場合、１０日以内に変更の届出が必要です。

 なお、変更内容（事業所の移転など重要な変更の場合）によっては、事前に岡山市（事業者指導課）

と協議する必要があります。 

変更の届出は、岡山市保健福祉局事業者指導課へ１部提出してください。 

期限内に提出できないときは、遅延理由書を添付してください。 

◆同時に複数項目の変更を届出する場合、重複する書類は省略可能です。 

◆変更事項３，４，５，１０について複数事業所に及ぶ場合、「事業所一覧」の添付により、一括

処理が可能です。ただし、同一サービス（通所リハビリ・介護予防通所リハビリ）に限ります。

変更の届出が必要な事項 提出書類 

 １．事業所の名称 

【関連項目】 

定款等の記載にも変更がある場合、 

５を参照してください。

①変更届（様式第４号）

②付表７－１（病院・診療所）、付表７－２（介護老人保健施設） 

付表７－３（２単位以上ある場合のみ）

③変更後の運営規程

 ２．事業所の所在地 

【関連項目】 

定款等の記載にも変更がある場合、 

５を参照してください。

【重要】 

病院、診療所の所在地変更は、 

保険医療機関の廃止・新規の手続き 

が必要となります。 

※事前協議が必要 

①変更届（様式第４号） 

※変更届の「変更の内容」欄に、変更後の郵便番号、所在地、電話番号、

  ＦＡＸ番号を記載すること。

②付表７－１（病院・診療所）、付表７－２（介護老人保健施設） 

付表７－３（２単位以上ある場合のみ） 

③事業所の位置図（住宅地図の写し等） 

④事業所の平面図 

⑤事業所の写真（外観、事業所の出入口部分、専用の部屋等） 

※各２方向以上、Ａ４用紙に貼付すること。 

⑥設備・備品等の写真（便所、洗面設備、消防法上必要な消火設備、 

リハビリテーションに必要な機器及び器具） 

※Ａ４用紙に貼付すること。 

⑦変更後の運営規程 

⑧病院の使用許可証、診療所の使用許可証又は届出書等の写し 

※病院又は診療所の場合に添付。 

⑨介護老人保健施設変更許可通知書又は申請書等の写し 

※介護老人保健施設の場合に添付。 

 ３．申請者の名称及び 

主たる事務所の所在地 

【重要】 

運営法人が別法人（合併を含む）に 

なる場合には、廃止・新規の手続き 

が必要となります。

①変更届（様式第４号）

②申請者の定款又は寄附行為等（原本証明が必要） 

③申請者の登記事項証明書又は条例等 

※申請者が市町村の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場合は 

指定管理協定書（原本証明が必要）を添付｡ 

４．代表者の氏名、生年 

月日、住所及び職名 
①変更届（様式第４号）

②申請者の登記事項証明書等 

③誓約書（居宅サービス・介護予防サービス）

④役員等名簿

 ※代表者の住所変更のみの場合は②、③は不要。
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（岡山市 Ｈ２５．４版）

○変更の届出（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）つづき 

変更の届出が必要な事項 提出書類 

５．申請者の定款、寄附 

行為等及び登記事項証 

明書又は条例等 

（当該事業に関するもの

に限る） 

①変更届（様式第４号）

②申請者の定款又は寄附行為等（原本証明が必要） 

③申請者の登記事項証明書又は条例等 

 ※申請者が市町村の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場合は 

指定管理協定書（原本証明が必要）を添付。

６．事業所の種別

（病院、診療所(1)、診療

所(2)、介護老人保健施

設の別）

①変更届（様式第４号）

②付表７－１（病院・診療所）、付表７－２（介護老人保健施設） 

付表７－３（２単位以上ある場合のみ） 

③病院の使用許可証、診療所の使用許可証又は届出書等の写し 

※診療所(1)とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に 

関する基準第１１１条第１項該当の診療所 

※診療所(2)とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に 

関する基準第１１１条第２項該当の診療所 

７．事業所の平面図

（レイアウト、専用区画）
①変更届（様式第４号）

②付表７－１（病院・診療所）、付表７－２（介護老人保健施設） 

③事業所の平面図（各室の用途を明示すること）及び求積表 

 ※図面は、寸法を正確に記載したものを作成し、専用の部屋については、

  その範囲と面積（内法）、その算出根拠となる計算式を記載すること。

  その際、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの提供に必要のないもの等（押入れ、床の間、

廊下、柱、造り付けの家具等）の面積は除外すること。 

（通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専用の部屋は、内法面積で定員×３㎡以上必要）

④事業所の写真（外観、事業所の出入口部分、専用の部屋等） 

※各２方向以上、Ａ４用紙に貼付すること。 

⑤設備・備品等の写真（便所、洗面設備、消防法上必要な消火設備、 

リハビリテーションに必要な機器及び器具） 

※Ａ４用紙に貼付すること。

 ８．事業所の管理者の氏 

名、生年月日及び住所 

①変更届（様式第４号）

②付表７－１（病院・診療所）、付表７－２（介護老人保健施設）

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ≪変更月のもの≫ 

 ※管理者のみの記載で可。

 ※当該事業所の他の職種又は他の事業所と兼務がある場合には、

  兼務する他の職種又は兼務先の事業所名及び職種を記載。

④誓約書（居宅サービス・介護予防サービス）

⑤役員等名簿

※管理者の改姓又は住所変更のみの場合は③～④は不要。
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（岡山市 Ｈ２５．４版）

○変更の届出（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）つづき

変更の届出が必要な事項 提出書類 

 ９．運営規程 ①変更届（様式第４号）

 ※変更届の「変更前」及び「変更後」欄に変更内容を記載するか、 

別紙（変更内容を記載したもの）を添付すること。 

②付表７－１（病院・診療所）、付表７－２（介護老人保健施設） 

付表７－３（２単位以上ある場合のみ） 

※記載事項に変更がある場合のみ添付。

③変更後の運営規程 

【利用定員、営業日・営業時間又は実施単位の変更の場合】 

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ≪変更月のもの≫ 

 ※変更後の運営に支障がないように従業者を配置すること。 

⑤資格証等の写し（届出済の従業者を除く） 

⑥サービス提供実施単位一覧表 

※前年度の実績が６月以上あり、４月１日に利用定員を２５％以上変更 

して事業を実施する場合で、推定数で計算した結果、事業所規模が変 

更になる場合には、体制等届出が必要。 

 10．役員の氏名、生年月 

日及び住所 

【関連項目】 

登記事項証明書の記載にも変更が 

ある場合、５を参照してください。

①変更届（様式第４号） 

 ※｢変更前｣欄に退任した役員の氏名を、 

｢変更後｣欄に就任した役員の氏名を記載すること。 

②役員等名簿

   ※変更のあった役員のみの記載でも可。 

③誓約書（居宅サービス・介護予防サービス）

 ※役員の改姓、住所変更又は役員の退任のみの場合は③は不要。 

-55/120-



様式第４号（第５条関係）

指定居宅サービス事業者等変更届出書 

                                                 年   月   日

  岡 山 市 長    様

                        所在地 

                    届出者 法人名称 

                        代表者氏名                       印

                       （法人以外の者にあっては、住所及び氏名） 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により，指定居宅サービス事業者等の変更について次のとおり届け出ます。 

介護保険事業所番号 ３ ３

名称 

指定（許可）内容を変更した事業所（施設）
所在地（開設場所） 

サービスの種類

変更があった事項 変更の内容

１ 事業所（施設）の名称

２ 事業所（施設）の所在地（開設場所）

３ 申請者（開設者）の名称

４ 申請者（開設者）の主たる事務所の所在地

５ 代表者の氏名，生年月日，住所及び職名

６ 定款，寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

（当該事業に関するものに限る。)

７ 施設と本体施設との移動経路及び方法等 

８ 事業所（施設）の種別

９ 併設施設の概要

10 提供する（介護予防）居宅療養管理指導の種類

11 事業所（施設）の建物の構造概要，平面図及び設備概要

12 備品の概要（訪問入浴介護に限る。）

（変更前）

13 入院患者又は入所者の定員

14 管理者の氏名，生年月日，住所及び経歴 

15 サービス提供責任者の氏名，生年月日，住所及び経歴

16 福祉用具の保管及び消毒方法（委託等をしている場合にあっては，

委託等の契約の内容）

17 運営規程

18 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関の名称，診療科名及び 

契約の内容

19 介護老人福祉施設，介護老人保健施設，病院等との連携・支援体制

20 介護給付費の請求に関する事項

21 役員の氏名，生年月日及び住所 

22 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地 

23 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

（変更後）

変 更 年 月 日        年    月    日 

備考 １ 該当項目番号に ○ を付してください。

   ２ 変更内容が分かる書類を添付してください。
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１ 届出が必要な加算（減算）の内容、必要書類 

次ページの一覧表で確認してください。

２ 届出時期 

算定開始月の前月１５日（閉庁日の場合は翌開庁日）が締切りです。

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）については、届出が１５日以前に 

なされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月から、算定開始となります。 

   事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出が

必要です。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は

できません。 

  （注）介護職員処遇改善加算については、前々月末日が締切りとなりますので御注意ください。 

３ 届出手順

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。

   〒 ７００－０９１３  

岡山市北区大供３丁目１－１８  KSB会館４階

岡山市 事業者指導課 在宅指導係  宛 

＜体制届 （                 ）在中＞

体制届（必要書類・提出方法）
※届出用紙は、事業者指導課（在宅指導係）のホームページからダウンロードできます。

届出が必要

な加算（減

算）等の発生

一覧表で必要

書類等の確認

郵送

（〒）

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供 3丁目 1－18 KSB 会館 4階 

   岡山市 事業者指導課 在宅指導係 宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。
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○介護報酬算定に係る体制等に関する届出 

（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション） 

次の内容の加算（減算）等を算定しようとする場合は、事前に岡山市への届出が必要です。 

届出をしていないと、サービスを提供しても報酬が支払われませんのでご注意ください。

加算等 提出書類

施設等の区分（事業所 

規模）の変更 

※毎年度確認が必要 

※事業所規模の変更は 

 毎年３月１５日が 

締切りとなります。 

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

 ④事業所規模に係る届出書（市様式５－３） 

   ※前年度の実績が６月以上ある場合には、前年度（３月を除く） 

の１月当たりの平均利用延人員数を毎年度計算し、事業所規模に

   変更がある場合は届出が必要となる。 

⑤運営規程

   ※前年度の実績が６月以上あり、４月１日に利用定員を２５％ 

以上変更して事業を実施する場合のみ添付。 

 人員欠如による減算

（減算の解消） 

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

 ④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《人員欠如が生じた月のもの》

  《人員欠如が解消した場合は解消した月のもの》 

   ※従業者に欠員が生じている状態が継続する場合には、速やかに 

岡山市に連絡してください。 

 時間延長サービス体制 ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④運営規程 

  ※時間延長サービスを行う旨を記載していること。

 入浴介助体制 ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④平面図（浴室がどこか明記） 

⑤写真（浴室・浴槽） 

 認知症短期集中リハビ 

リテーション加算

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》

⑤理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資格証の写し 

⑥精神科医師、神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーション 

 に関する専門的な研修を修了した医師であることが確認できる書類

 若年性認知症利用者 

受入加算

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）
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○介護報酬算定に係る体制等に関する届出 

（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）つづき 

加算等 提出書類

運動器機能向上体制 

（介護予防のみ）

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》

⑤理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資格証の写し

 口腔機能向上体制 ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》

⑤言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の資格証の写し

 栄養改善体制 ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算算定開始月のもの》

⑤管理栄養士の資格証の写し

 事業所評価加算〔申出〕

 有無（介護予防のみ）

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

  ※選択的サービス（運動器機能向上サービス、栄養改善サービス 

又は口腔機能向上サービス）を行っている場合は、当該加算の 

〔申出〕ができます。 

  ※申出事業所については、毎年度、事業所評価加算の決定の有無に 

ついて通知します。   

※当該加算の基準に適合した場合は、評価対象期間の翌年度につい 

て、加算を算定することができます。

サービス提供体制強化 

加算

（加算Ⅰ、加算Ⅱ）

※毎年度確認が必要

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

 ④サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙１２－５）

※新たに事業開始する事業所については、４月目以降届出が

可能となります。 

⑤サービス提供体制強化加算に係る確認表（別紙１２－５付表） 

⑥従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《届出月の前月のもの》

⑦加算対象となる介護職員の資格証等の写し 

※加算（Ⅰ）を算定する場合に添付。

⑧サービス提供体制強化加算に係る勤続年数３年以上の者の状況 

（市様式１３）

※加算（Ⅱ）を算定する場合に添付。
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○介護報酬算定に係る体制等に関する届出 

（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）つづき 

加算等 提出書類

 介護職員処遇改善加算

※届出期限(加算算定開 

始月の前々月末日) 

に注意 

①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④介護職員処遇改善加算届出書等

 ※添付書類については、別途「介護職員処遇改善加算の算定につい 

て（お知らせ）」を参照してください。

加算等の取り下げ ①変更届（様式第４号）

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表《加算等の要件を満たして 

いた最終月のもの》

※従業者の要件がある加算等の取り下げの場合のみ添付。

※１ 加算等の取り下げとは、事業所として加算等の要件を満たさなかった場合を指します。 

※２ 加算等の追加・取り下げの場合は、各事業所において、重要事項説明書に加算項目の追加・ 

削除を行ってください。 

※３ その他確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。 
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様式第４号（第５条関係）

指定居宅サービス事業者等変更届出書 

                                                 年   月   日

  岡 山 市 長    様

                        所在地 

                    届出者 法人名称 

                        代表者氏名                       印

                       （法人以外の者にあっては、住所及び氏名） 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により，指定居宅サービス事業者等の変更について次のとおり届け出ます。 

介護保険事業所番号 ３ ３

名称 

指定（許可）内容を変更した事業所（施設）
所在地（開設場所） 

サービスの種類

変更があった事項 変更の内容

１ 事業所（施設）の名称

２ 事業所（施設）の所在地（開設場所）

３ 申請者（開設者）の名称

４ 申請者（開設者）の主たる事務所の所在地

５ 代表者の氏名，生年月日，住所及び職名

６ 定款，寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

（当該事業に関するものに限る。)

７ 施設と本体施設との移動経路及び方法等 

８ 事業所（施設）の種別

９ 併設施設の概要

10 提供する（介護予防）居宅療養管理指導の種類

11 事業所（施設）の建物の構造概要，平面図及び設備概要

12 備品の概要（訪問入浴介護に限る。）

（変更前）

13 入院患者又は入所者の定員

14 管理者の氏名，生年月日，住所及び経歴 

15 サービス提供責任者の氏名，生年月日，住所及び経歴

16 福祉用具の保管及び消毒方法（委託等をしている場合にあっては，

委託等の契約の内容）

17 運営規程

18 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関の名称，診療科名及び 

契約の内容

19 介護老人福祉施設，介護老人保健施設，病院等との連携・支援体制

20 介護給付費の請求に関する事項

21 役員の氏名，生年月日及び住所 

22 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地 

23 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

（変更後）

変 更 年 月 日        年    月    日 

備考 １ 該当項目番号に ○ を付してください。

   ２ 変更内容が分かる書類を添付してください。
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（別紙２） 受付番号

年 月 日

岡 山 市 長　　様
届出者 法人所在地　

法人名称　

代表者 職･氏名　

印

このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

事業所所在地市町村番号

フリガナ

名　　称

－ ）

主たる事務所の所在地 都 道 郡 市

届 府 県 区

(ビルの名称等)

出 連絡先

法人の種別

者 代表者の職・氏名 職名 氏名

－ ）

代表者の住所 都 道 郡 市

　 府 県 区

(ビルの名称等)

フリガナ

名　　称

－ ）

主たる事業所・施設の

所在地

(ビルの名称等)

連絡先

－ ）

都 道 郡 市

府 県 区

(ビルの名称等)

連絡先

3 3

特 変 前 変 更 後

記

事

項

関　係　書　類 別添のとおり

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞

１新規　２変更　３終了

指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
・
施
設
の
状
況

届
出
を
行
う
事
業
所
・
施
設
の
種
類

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

（郵便番号

（郵便番号

１新規　２変更　３終了

介護予防福祉用具貸与 １新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

医療機関コード等

居宅介護支援

１新規　２変更　３終了居宅療養管理指導

通所介護

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

短期入所生活介護

更

介護療養型医療施設

介護保険事業所番号

施
設

介護老人福祉施設
介護老人保健施設

訪問入浴介護

同一所在地において行う 指定（許可）

訪問介護

異動項目
（※変更の場合）

指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス

電話番号

電話番号

１新規　２変更　３終了

年　月　日

平成

ＦＡＸ番号

１新規　２変更　３終了

実施
事業 年　月　日

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

異動等の区分
異動（予定）

１新規　２変更　３終了
１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

介護予防短期入所生活介護

１新規　２変更　３終了

１新規 ２変更 ３終了

１新規　２変更　３終了

区

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防居宅療養管理指導

介護予防訪問介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防通所介護

事業等の種類

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

法人所轄庁

（郵便番号

ＦＡＸ番号

特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与

短期入所療養介護

訪問看護

電話番号 ＦＡＸ番号

主たる事業所の所在地以
外の場所で一部実施する
場合の出張所等の所在地

（郵便番号

岡山県　　岡山市

（岡山市　Ｈ２４．７版）-62/120-



（別紙１） 介　護　給　付　費　算　定　に　係　る　体　制　等　状　況　一　覧　表

/

1. なし 2. 医師 3. 看護職員 4. 介護職員 5. 理学療法士

6. 作業療法士 7.言語聴覚士

時間延長サービス体制 1. 対応不可 2. 対応可

入浴介助体制 1. なし 2. あり

認知症短期集中リハビリテーション加算 1. なし 2. あり

若年性認知症利用者受入加算 1. なし 2. あり

口腔機能向上体制 1. なし 2. あり

栄養改善体制 1. なし 2. あり

サービス提供体制強化加算 1. なし 2. 加算Ⅰ ３．加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 1. なし 2. 加算Ⅰ 3. 加算Ⅱ 4.加算Ⅲ

1. なし 2. 医師 3. 看護職員 4. 介護職員 5. 理学療法士

6. 作業療法士 7.言語聴覚士

運動器機能向上体制 1. なし 2. あり

栄養改善体制 1. なし 2. あり

口腔機能向上体制 1. なし 2. あり

若年性認知症利用者受入加算 1. なし 2. あり

事業所評価加算〔申出〕の有無 1. なし 2. あり

サービス提供体制強化加算 1. なし 2. 加算Ⅰ 3. 加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 1. なし 2. 加算Ⅰ 3. 加算Ⅱ 4.加算Ⅲ

　　　　　　　体制届に必要な書類について【重要】　→　006通所リハビリテーション　からダウンロードできます。

　　　　２　「介護職員処遇改善加算」については、別途「介護職員処遇改善加算の算定について」を参照してください。

職員の欠員による減算の状況

職員の欠員による減算の状況

年66
介護予防通所
リハビリテーション

平成

４. 通常規模の事業所
　　　　　　　　(病院・診療所)
５. 大規模の事業所（Ⅰ）
　　　　　　　　(病院・診療所)
６. 大規模の事業所（Ⅱ）
　　　　　　　　(病院・診療所)

７. 通常規模の事業所
　　　　　(介護老人保健施設)
８. 大規模の事業所（Ⅰ）
　　　　　(介護老人保健施設)
９. 大規模の事業所（Ⅱ）
　　　　　(介護老人保健施設)

備考　１　届出が必要な加算（減算）等の届出に必要な書類について、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出（通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション）」を参照してください。

人員配置区分 その他該当する体制等

適用開始年月日

通所
リハビリテーション

平成 年

割引

枚数

その他該当する体制等

事業所電話番号

記入担当者氏名

16

施設等の区分

　※　実施するサービスに関して○を付け、全ての項目に対し該当する番号に○を付けてください。

ﾁｪｯｸ

日

岡山市届出都道府県

異動区分 1. 新規、　2. 変更、　3. 終了

提供サービス

事業所番号

事業所名

3

人員配置区分

記入担当者電話番号

3

月

ﾁｪｯｸ 提供サービス 適用開始年月日 施設等の区分 割引

月 日
１．病院又は診療所

２．介護老人保健施設

-
6
3
/
1
2
0
-



事 業 所 規 模 に 係 る 届 出 書 （ 通所リハビリテーション ）

・事業所規模による区分については、前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所リハビリテーション費を区分する。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
１時間以上
２時間未満

×１／４

２時間以上
３時間未満

×１／２

３時間以上
４時間未満

×１／２

４時間以上
６時間未満

×３／４

６時間以上
８時間未満

２時間未満 ×１／４

２時間以上
４時間未満

×１／２

４時間以上
６時間未満

×３／４

６時間以上
８時間未満

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ※通年営業した
　場合は１１

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前年度の合
計利用延人
員数（Ｅ）

0.00

※（Ｆ）又は（Ｆ）’の数に応じた区分により、介護報酬を算定することとなる。

各月における
利用延人員数（Ｃ）

７５０＜　（Ｆ）又は（Ｆ）’　≦９００　　　大規模の事業所（Ⅰ）

９００＜　（Ｆ）又は（Ｆ）’　　　　　　　　大規模の事業所（Ⅱ）

　　　　　（Ｆ）又は（Ｆ）’　≦７５０　　　通常規模の事業所

（市様式５－２）

所要時間

・利用者数は、営業日毎に利用者の所要時間を区分し、その月（歴月）の合計を算出し、所要時間毎の各欄に記入してください。
・（Ａ）欄は、所要時間毎の利用者数に所要時間毎の乗数を乗じて得た数の合計を記入してください。
・（Ｂ）欄は、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月は○印を記入してください。
・（Ｃ）欄は、（Ｂ）欄に○印がある場合は、（Ａ）欄×６／７（小数点第３位以下四捨五入）、○印がない場合は、（Ａ）欄＝（Ｃ）欄となります。
・（Ｄ）欄は、通所サービス費を算定した月数を記入してください。通年営業した場合、３月は除かれますので、｢１１｣と記入してください。

平均利用
延人員数
（Ｆ）
＝Ｅ／Ｄ

#DIV/0!

各月における
利用延人数（Ａ）

通所リハ
利用者数

１　前年度の実績（前年4月から当年2月まで）が６月以上有り、かつ、年度が変わる際に事業所の定員を概ね２５％以上変更しない事業者

・平均利用延人員数の計算に当たっては、指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防事業所における
前年度の１月当たりの平均利用延人員数を含む。

前年度の
実績月数
     (Ｄ)

毎日事業を実施した月は
「○」（Ｂ）

・平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所リハビリテーションの利用時間が二時間未満の利用者については、利用者数に四分の一を乗
じて得た数とし、二時間以上四時間未満の利用者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用時間が四時間以上六時間未満の利用者については、利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。
　ただし、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。（この場合は、６時間以上８時間未満の欄に記入してください。）

所要時間
毎の乗数

平成２６年
区分

平成２５年

介護予防
通所リハ
利用者数

-
6
4
/
1
2
0
-



（別紙12-5）

サービス提供体制強化加算に関する届出書（（介護予防）通所リハビリテーション事業所）

1 事業所名

2 異動区分 １．新規 ２．変更 ３．終了

3 届出項目 １．サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２．サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

4

5

各要件を満たす場合については、サービス提供体制強化加算に係る確認表（別紙１２－５付表）を提出してくだ
さい。
なお、各要件を満たす根拠書類については、各事業所において５年間保存すること。

介護職員の総数
（常勤換算）

有 ・ 無

介護福祉士等の
状況

勤続年数の
状況

※

①のうち介護福祉士の総数
（常勤換算）

①
サービスを直接提供する者の
総数（常勤換算）

①

②

①に占める②の割合が
３０％以上

平成　　年　　月　　日

②
①のうち勤続年数３年以上の
者の総数（常勤換算）

人

有 ・ 無①に占める②の割合が
４０％以上

人

人

人

-65/120-



（別紙12-５付表）

3 3 1 0 1 0 0 0 0 0

【サービス提供体制強化加算（Ⅰ）】

　　　　①　介護職員の状況について、前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月について記載してください。

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

（Ａ）　　 日 （Ｂ）　　 時間 （C) 時間

注

　　　　②　常勤の従業者が勤務すべき１日あたりの時間数 （D） １日 時間（例　７時間４５分）

　　　　③　常勤の従業者が勤務すべき前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月の時間数

（D） 時間 × （Ａ） 日 ＝ （E） 時間

（E）’ 時間

（B） ÷ ＝ (H) 人

（C） ÷ ＝ (G) 人

（C） ÷ （B） × ＝ ％

平成26年3月11日

686.25 446.25

765.00 487.50

712.50 607.50

840.00

922.50 667.00

8,122.55

738.80

693.75

介護福祉士の総数
（常勤換算）

５．算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨てること。

3.1

３．介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

４．前３月の実績により届出を行った場合については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定
　の割合を維持する必要がある。その割合については、毎月記録するとともに、所定の割合を下回った場合には、加算の取り下げを行うこと。

２．前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出月の前３月の平均の状況で作成すること。
   （３月に届出を行う場合は、１２月、１月、２月の平均）

5,505.00

　①　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　

営業日数

29

左記の内、介護福祉士の資格を有する者

ミコロ診療所

平成２６年　２月

30

457.50

600.00

平成２５年　８月

338.75

656.25 476.25

平成２５年１２月

483.00

平成２５年１０月

29

27

30

708.75 465.00

768.75

1,760.36 4.6

29

27

28

476.25

630.00

2,464.50

介護福祉士の割合

　　サービス提供体制強化加算に係る確認表（１）

事業所番号

事業所名

28

介護職員の総数

　　各月ごとに、「勤務延時間数」を記載のこと。

平成２５年　４月

平成２５年　５月

届出事項

5,505.00

30

31

平成２５年１１月

合　計 318

平成２５年　７月

平成２５年　６月

平成２６年　１月

平成２５年　９月

7.75

介護職員の総数
（常勤換算）

5,505.00 （E）又は（E）’

7.75 318

1,760.36

67.7

　(　４０％以上　）

１．従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限
　とすること。（時間外勤務は算入できない。）

※特別の日を除き毎日事業を実施している事業者にあっては、（E）’欄に（E）に５／７を乗じた数を、
週６日事業を実施している事業者にあっては、（E）’欄に（E）に５／６を乗じた数を記入してください。

8,122.55 （E）又は（E）’

8122.55 100

1,760.36

-66/120-

　記　入　例



（別紙12-５付表）

3 3 1 0 2 0 0 0 0 0

【サービス提供体制強化加算（Ⅱ）】

　　　　①　サービスを直接提供する者（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員※
　　　　　の状況について、前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月について記載してください。
　　　　　　　※１時間以上２時間未満の単位を算定する場合であって、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が
　　　　　　　　 リハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員を含む。

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

日 時間 時間

（Ａ）　　 日 （Ｂ）　　 時間 （C) 時間

注

　　　　②　常勤の従業者が勤務すべき１日あたりの時間数 （D） １日 時間（例　７時間４５分）

　　　　③　常勤の従業者が勤務すべき前年度（３月を除く。）又は届出月の前３月の時間数
（D） 時間 × （Ａ） 日 ＝ （E） 時間

（E）’ 時間

（Ｂ） ÷ ＝ (G) 人

（C） ÷ ＝ (H) 人

（C） ÷ （B） × ＝ ％

平成２５年１１月 24

平成２５年　４月 25

平成２５年　５月 23

平成２５年　６月 26

平成２５年　７月 25

平成２５年　９月 24

平成２５年１０月 25

サービスを直接提供す
る者の総数（常勤換算）

5,727.00

平成２５年１２月 23

平成２６年　１月 24

平成２６年　２月 24

合　計 267

8 267

2.6

１．従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限
　とすること。（時間外勤務は算入できない。）

２．前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出月の前３月の平均の状況で作成すること。
   （３月に届出を行う場合は、１２月、１月、２月の平均）

４．勤続年数とは、各毎月の前月の末日時点における勤続年数をいう。（育児休業や介護休業期間も含めることができる。）
　　具体的には、平成２４年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２４年３月３１日時点で勤続年数３年以上である者をいう。

8

５．勤続年数の算定に当たっては、当該事業所の勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等
　において、サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる。

３．前３月の実績により届出を行った場合については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定
　の割合を維持する必要がある。その割合については、毎月記録するとともに、所定の割合を下回った場合には、加算の取り下げを行うこと。

5,727.00

536.00

4,777.50

（E）又は（E）’ 2,136.00

438.50

415.50

384.50

417.00505.50

4,777.50 （E）又は（E）’

544.50

521.50

513.00

470.00

６．算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨てること。

2,136.00

※特別の日を除き毎日事業を実施している事業者にあっては、（Ｆ）’欄に（Ｆ）に５／７を乗じた数を、
週６日事業を実施している事業者にあっては、（Ｆ）’欄に（Ｆ）に５／６を乗じた数を記入してください。

(　３０％以上）

2,136.00 2.2

３年以上の者の割合 4,777.50

勤続年数３年以上の者
の総数（常勤換算）

5,727 100 83.4

平成26年3月11日

525.50

373.00

402.50

456.00

430.50

　　サービス提供体制強化加算に係る確認表（２）

事業所番号 届出事項

事業所名

488.50

　　各月ごとに、「勤務延時間数」を記載のこと。

営業日数

549.50

508.50

サービスを直接提供する者の総数 左記の内、勤続年数３年以上の者

489.50

573.00

ハコロ診療所 　②　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）　

446.00

516.00

平成２５年　８月 24

-67/120-

　記　入　例



（岡山市　Ｈ２４．７版）
Ｎｏ． １／１

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 サービス種類 （ ）

事業所名 （ ）

１　単位目 サービス提供日： 月 火 水 木 金 土 日 サービス提供時間 ９ ： ３ ０ ～ １ ６ ： ０ ０ （ ６ ３ ０ 分 ）

事業所の種別 → 病院

※ 診療所（１）：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第１１１号第１項該当の診療所

※ 診療所（２）：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第１１１号第２項該当の診療所

※ 第　１　週 第　２　週 第　３　週 第　４　週 第　５　週

職　　種 資格 氏　　名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９ ３０ ３１

※曜日→ 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

医師（管理者） 医師 Ｂ ○○　○○ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①

医師 医師 Ｄ ○○　○○ ① ① ① ①

理学療法士 理学療法士 Ａ ○○　○○ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①

作業療法士 作業療法士 Ｃ ○○　○○ ① ① ① ①

看護職員 看護師 Ｃ ○○　○○ ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

看護職員 准看護師 Ｃ ○○　○○ ② ② ② ②

介護職員 介護福祉士 Ａ ○○　○○ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①

介護職員 介護福祉士 Ａ ○○　○○ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①

介護職員 ヘルパー２級 Ｃ ○○　○○ ① ① ① ① ① ① ① ① ①

調理員 管理栄養士 Ｃ ○○　○○ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

調理員 栄養士 Ｃ ○○　○○ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

※送迎については、○○株式会社に外部委託

＜備　考＞ 常勤の従業者が勤務すべき１週あたりの勤務時間（就業規則で定められた１週あたりの勤務時間） 時間／週

日々の勤務時間を符号化し、その番号を勤務形態一覧表に記入してください。

「勤務時間ごとの区分」　： ① ～ （　　８　時間） ② ～ （　２．５時間）

③ ～ （　　５　時間） ④ ～ （　　　　時間）

注１ 基準上必要な職種（医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、経験看護師、看護職員、介護職員）の他、加算に係る職種（管理栄養士、歯科衛生士）やその他の職種（調理員や送迎員等）の全てについて

　　　１ヶ月分の勤務状況を記入すること。 ※調理や送迎について外部委託している場合は、委託先を記入するのみでよい。　（例）調理については、○○株式会社に外部委託

２　資格を要する職種については、資格証等を確認のうえ「資格」欄に資格を記入すること。　（記載例）医師、理学療法士、看護師、准看護師、管理栄養士

　 ３　従業者の職種ごとに下記の勤務形態の区分の順にまとめて記載してください。（勤務形態の区分は事業所における勤務時間及び職種により区分されます。）

　　　※「勤務形態」の区分　（医師以外について）　　Ａ：常勤で専従　　Ｂ：常勤で兼務　　Ｃ：常勤以外で専従　　Ｄ：常勤以外で兼務

　　　※「勤務形態」の区分　（医師について）　　　　　Ｂ：常勤で専任の医師　　Ｄ：常勤以外で専任の医師

　 ４　２単位以上実施している事業所は、単位毎にこの様式を作成すること。 （通所リハビリテーション）

１６８

記入例

３２

１６８

１０

１６８

４０

９：３０ １５：３０

１６０

７２

６０

６５

る職務

の内容

ミコロ診療所医師

８：３０ １７：３０ ９：３０ １２：００

合計勤

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

ミコロ診療所

３２ ミコロ診療所医師

５２．５

兼務す

定員：　２０　名

（ 平成２４年　７月分 ）

勤務
形態

務時間

介護老人保健施設

１月の

診療所（１） 診療所（２）

時間

-
6
8
/
1
2
0
-



（市様式１３）

（  　　　年　　　月　　　日届出分）

ＮＯ 氏　　　　名 職　　種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

注１ 利用者に直接提供する職員とは、サービスの種類毎に次のとおりです。

2 （介護予防）通所介護 生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員

注２

注３

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

勤続年数が３年に至った日

　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

利用者に直接提供する職員の うち 、
勤 続 年 数 ３ 年 以 上 の 者

サービス提供体制強化加算に係る勤続年数３年以上の者の状況

勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の
介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし
て勤務した年数を含めることができる。

勤続年数とは、各月の末日時点における勤続年数をいう。具体的には、平成２４年４月における勤
続年数３年以上の者とは、平成２４年３月３１日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。

1 （介護予防）訪問看護

「病院、診療所」である場合は、保健師、看護師又は准看護師

※１時間以上２時間未満の通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを算定する場合であって、柔道整復師
又はあん摩マッサージ指圧師がﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを提供する場合にあっては、これらの
職員も含むものとする。

「訪問看護ステーション」である場合は、保健師、看護師、准看護師、
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

3 （介護予防）通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
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